
 

指定管理者の管理運営に対する評価シート 

 

所管課 
市民文化スポーツ局地域・人づくり部市民

活動推進課 

評価対象期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

１ 指定概要 
 

施設概要 

名  称 北九州市旧古河鉱業若松ビル 
施設類型 

目的・機

能 

Ⅰ ― ⑥ 

所 在 地 若松区本町一丁目１１番１８号 

設置目的 
地域住民・団体、地域行事等との連携を図りながら、交流・文化・

観光拠点として広く活用する。 

利用料金制 

非利用料金制 ・ 一部利用料金制 ・ 完全利用料金制 

インセンティブ制 有・無 ペナルティ制  有・無 

指定管理者 

名  称 株式会社スピナ 

所 在 地 八幡東区平野二丁目１１番１号 

指定管理業務の内容 

（１）管理運営に関すること 

（２）施設の利用許可に関すること 

（３）受付及び利用料金の徴収、納入に関すること 

（４）貸与備品等の保全、管理に関すること 

（５）利用者、来館者の案内及び説明に関すること 

（６）利用促進に関すること 

（７）前各号に付帯する業務に関すること 

（８）その他、市と協議のうえ決定した事項 

 

 

 

 

指定期間 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

 

多段階評価 

様式１ 



２ 評価結果 
 

評価項目及び評価のポイント 配点 
評価 

レベル 
得点 

１ 施設の設置目的の達成（有効性の向上）に関する取組み ５０  ３０ 

 （１）施設の設置目的の達成 

３５ ３ ２１ 

  ① 計画に則って施設の管理運営（指定管理業務）が適切に行わ

れたか。また、施設を最大限活用して、施設の設置目的に沿っ

た成果を得られているか（目標を達成できたか）。 

  ② 利用促進を目的としている施設の場合、施設の利用者の増加

や利便性を高めるための取り組みがなされ、その効果があった

か。 

  ③ 複数の施設を一括して管理する場合、施設間の有機的な連携

が図られ、その効果が得られているか。 

  ④ 施設の設置目的に応じた効果的な営業・広報活動がなされ、

その効果があったか。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

○ 昨年度と比べ、館利用者は増加の傾向にあるものの、見学者は減少しており、いず

れも目標数を下回った。特に、見学者は目標数の 3 割に満たず、新型コロナウイルス

感染症拡大による外出自粛要請等の結果、観光客等の足が離れていっていると考えら

れる。 

○ 観光的利用による集客のため、テレビや新聞、雑誌等各種メディアへの取材協力を

行っているものの、広報や集客につながる当初の提案内容については、適切に実施さ

れていないものも多く、次年度に向けて強化が求められる。 

○ 文化・観光の拠点として、若松高校と「若松学」の研究発表や南海岸通りの景観保

存のパネルディスカッション、若戸大橋重要文化財記念行事、日本遺産フェスティバ

ル等、地域との協力事業を行っている。 

○ 交流の拠点として、音楽を中心とした会や趣味の会等の利用については、状況に応

じて特別申請に応じるなど、柔軟に受付業務を行い、その結果、上半期の 8,849 人の

利用者に対し、下半期では 13,688 人と約 50％の増加傾向にあり、引き続き、利用者

増の取り組みに期待したい。 

 

年度 
目標数（人） 実績数（人） 達成率（％） 

館利用者 見学者 館利用者 見学者 館利用者 見学者 

参考 
R2 36,660 24,400 10,975 10,280 29.9 42.1 

R3 35,100 26,100 15,080 8,499 43.0 32.6 

R4 35,000 26,000 22,537 7,599 64.4 29.2 

※参考は前指定管理者における数値。R3は直営期間含む。以下同じ。 

※   ・・・評価対象年度。以下同じ。 

 

 



 （２）利用者の満足度 

１５ ３ ９ 

  ① 利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られてい

ると言えるか。 

  ② 利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組みがなされ

たか。 

  ③ 利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか。 

  ④ 利用者への情報提供が十分になされたか。 

  ⑤ その他サービスの質を維持・向上するための具体的な取組み

がなされ、その効果があったか。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

○ 利用者アンケートの結果、施設利用に関しては 91.2％が、職員の対応に関しては

92.0％が「とても満足」又は「満足」で、概ね満足の回答が得られている。 

○ 市の実施する利用者アンケートとは別に、株式会社スピナ独自に利用者アンケート

を実施し、利用者ニーズの把握に努めている。 

○ 毎月１回、市内各所にある株式会社スピナ指定管理施設の全所長と幹部職員が集ま

り実施する所長会議において、事例共有や対応の検討、意見交換を行っている。 

○ 施設掲示板に、公共機関利用情報を掲示するなど、利用者利便性の向上に向けた取

り組みを行っている。 

○ 令和４年度から提案に従って公共施設予約システムを導入したが、オンライン利用

申請については、６割が「知らなかった」と答えており、利用実績が伸びていない。

利用促進に向けた周知や丁寧なサポートなどが求められる。 

○ 旧古河鉱業若松ビルの利用者の約７割は６０代以上の高齢者であり、約６割がクラ

ブ活動で利用している。また、約７割が月に１度以上利用をしている。今後はこうし

た施設の利用者特性を考慮し、クラブ活動利用者の促進や、新規の利用者獲得に向け

た取り組みが期待される。 

 

【利用者アンケート結果】 

年度 目標（％） 施設の利用（％） 職員の対応（％） 

参考 
R2 95.0 96.8 100 

R3 95.0 94.0 100 

R4 90.0 91.2 92.0 

 

 

２ 効率性の向上等に関する取組み ３０  １８ 

 （１）経費の低減等 

２０ ３ １２ 

  ① 施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に低

減するための十分な取り組みがなされ、その効果があったか。 

  ② 清掃、警備、設備の保守点検などの業務について指定管理者

から再委託が行われた場合、それらが適切な水準で行われ、経

費が最小限となるよう工夫がなされたか。 



  ③ 経費の効果的・効率的な執行がなされたか。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

○ 賃上げによる人件費の高騰、原油高による光熱費の高騰を受け、期末収支を圧迫し

たと考えられる。 

○ 清掃、警備、設備の保守点検などの業務については、指定管理者からの再委託によ

り、適切な水準で行われているものの、当初の提案にあった自社施工は実施されてお

らず、前管理者と比べ経費の低減は見られない。 

○ 経費は主に光熱水費、委託関係費、人件費等の固定費であり、変動費においては大

量一括購入による消耗品費の縮減が図られている。 

 

【決算額】 

年度 予算額（円） 決算額（円） 対予算 

参考 
R2 11,074,000 10,123,758  

R3 11,105,000 10,389,514 

R4 11,460,000 12,384,936 924,936 

対前年度 355,000 2,087,225  

※R3年度は 9/10～3/31の直営期間中の金額を含む。 

【光熱水費】 

光熱水費 決算額 
使用量 

電気(kWh） ガス(㎥） 上下水道(㎥) 

参考 
R2 1,414,646 29,888 2,671 205 

R3 1,310,162 27,818 2,126 126 

R4 1,763,298 30,593 3,395 168 

対前年度 453,136 2,775 1,269 42 

※R3年度は 9/10～3/31の直営期間中の金額及び使用量を含む。 

 

 （２）収入の増加 

１０ ３ ６   ① 収入を増加するための具体的な取り組みがなされ、その効果

があったか。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

○ 旧古河鉱業若松ビルや若松南海岸通りに関する歴史講座や町歩きイベントへの協力

等により、認知度向上を図る取組が行われている。 

○ 人気の高いグランドピアノの貸し出しを継続し、ピアノを活用したコンサートのリ

ピーターも増加してきている。 

○ 観光客等が来訪時に気軽に購入できるよう、自主事業としてお土産コーナーを設置

し、株式会社スピナの羊羹や堅パンのほか、若松地区のお土産品を販売している。 

 

 

 



 

【歳入】 

年度 予算額（円） 決算額（円） 対予算（円） 

参考 
R2 11,074,000 9,948,882  

R3 11,105,000 3,345,125 

R4 11,460,000 11,418,000 ▲42,000 

対前年度（R3・R4比較） 8,072,875  

 

【利用料金収入】 

年度 予算額（円） 決算額（円） 対予算（円） 

年度 
R2 3,125,000 1,657,200  

R3 3,125,000 2,129,620 

R4 2,660,000 2,618,000 ▲42,000 

対前年度（R3・R4比較） 488,380  

 

 

３ 公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み ２０  １４ 

 （１）施設の管理運営（指定管理業務）の実施状況 

１０ ３ ６ 

  ① 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理

的であったか。 

  ② 職員の資質・能力向上を図る取り組みがなされたか（管理コ

ストの水準、研修内容など）。 

  ③ 地域や関係団体等との連携や協働が図られたか。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

○ 施設運営に必要な最小限の人員配置で管理運営が実施され、利用者アンケートにお

いても十分な満足度が得られていた。 

○ 朝礼の実施、接客サービス教育研修をはじめ、主管部署以外の社員による職場の相

互チェック「互換パトロール」を実施するなど、適正な施設管理と職員の能力向上を

図る取組みがなされた。 

○ 「古河協議会」を立ち上げ、月１回の定例会議で、地域に根差したイベントに関し

て意見交換を行っているが、コロナ禍の影響もあり、イベント実施には至らなかった。

地域との連携や協働という点でも十分な成果が挙げられておらず、今後の改善が期待

される。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 （２）平等利用、安全対策、危機管理体制など 

１０ ４ ８ 

  ① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が適切に実

施されているか。 

  ② 利用者を限定しない施設の場合、利用者が平等に利用できる

よう配慮されていたか。 

  ③ 利用者が限定される施設の場合、利用者の選定が公平で適切

に行われていたか。 

  ④ 施設の管理運営（指定管理業務）に係る収支の内容に不適切

な点はないか。 

  ⑤ 日常の事故防止などの安全対策が適切に実施されていたか。 

  ⑥ 防犯、防災対策などの危機管理体制が適切であったか。 

  ⑦ 事故発生時や非常災害時の対応などが適切であったか。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

○ 個人情報の保護に関しては、プライバシーポリシーを掲示し、個人情報を利用する

際は必ず施設利用者の承認を得るなど、必要な取り組みがなされている。 

○ 円滑な施設利用を行うための行き過ぎた配慮による利用者トラブルがあったが、適

切にアフターフォローされており、以後再発防止に努めている。 

○ 施設の維持管理に係るモニタリングを２回、経理等事務処理に係るモニタリングを

１回実施した結果、不適切な点は見られなかった。 

○ 防犯、防災、安全対策については、館内で管理体制を整備し、日常点検のほか、毎

月の施設安全一斉点検、年２回の防災訓練等が行われていた。 

○ 豪雨等の災害時には速やかに閉館等の措置に対応し、また、災害収束後には、館の

状況確認や報告が適切になされていた。 

○ 事前申込制度及び抽選により平等利用の機会を提供している。 

○ 市内複数施設の管理ノウハウを軸に安定的な施設運営を行っている。 

 

 

【総合評価】 

合計得点 ６２ 評価ランク Ｃ 

［評価の理由］ 

○ 清掃、警備、保守点検など施設の管理運営について、適切かつ安定的に行われている。 

○ 朝礼や接客サービス教育研修をはじめ、互換パトロールや所長会議による事例共有・

意見交換等、市内に複数指定管理施設を持つメリットやノウハウが活かされている。 

○ 一方で、自主事業やグループ企業のリソースを活かした集客、地域との連携等、提案

事項のうち、十分に実施されているとは言えない事項が多数あり、利用者数等実績数値

を見ると、新型コロナウイルス感染症の影響が依然として残り、回復基調にあるものの、

目標を大きく下回った。 

 

 



［今後の対応］ 

○ 引き続き、指定管理者との定例協議において、事業の進捗を共有し、適宜課題につい

ての意見交換や業務の調整を図っていく。 

○ 新年度から指定管理者において運営体制の見直しが図られ、区との連携など積極的な

動きが見られる。提案事項を計画的に実施するとともに、施設の利用促進のため、グル

ープ企業のリソースや規模のメリットを活かしつつ、区役所や地域団体、商店街等と連

携・協働することで、文化・観光・交流拠点として地域に貢献することを要望する。 

 

 

［北九州市指定管理の評価に関する検討会議における意見］ 

適正に評価されている。 

今後も、市と指定管理者と協同で、市民サービスのより良い向上に向けて連携していた

だきたい。 

 

【評価レベル】 

評価 

レベル 
乗 率  評価レベルの考え方 

５ １００％ 良 い 要求水準を大幅に上回り、特に優れた管理運営がなされている 

４ ８０％  要求水準を上回り、優れた管理運営がなされている 

３ ６０％ 普 通 要求水準を満たしており、適正に管理運営がなされている 

２ ４０％  要求水準を下回る管理運営がなされている 

１ ２０％  要求水準を大幅に下回る管理運営がなされている 

０ ０％ 適切でない 不適切な管理運営がなされている 

 

【総合評価】 

Ａ：総合評価の結果、優れていると認められる 

 （合計得点が８０点以上） 

Ｂ：総合評価の結果、やや優れていると認められる 

 （合計得点が７０点以上８０点未満） 

Ｃ：総合評価の結果、適正であると認められる 

 （合計得点が６０点以上７０点未満） 

Ｄ：総合評価の結果、努力が必要であると認められる 

 （合計得点が５０点以上６０点未満） 

    Ｅ：総合評価の結果、かなりの努力が必要であると認められる 

      （合計得点が５０点未満） 

 

 

 


